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大気測定局適正配置に係る環境審議会への諮問について

１ 趣 旨 

本市では、市民の健康影響を未然に防止するための緊急時対応や、環境基準の維持・達

成に向けた取組に資する基礎データの収集などを目的に、市内 21 ヶ所に測定局（添付資

料）を設置し、大気環境の常時監視を行っている。 

現在の監視体制は、平成元年の審議会答申に基づき決定したものであるが、その後約 30

年が経過し社会情勢が大きく変化し、また、将来更に変化することが予測されており、今

後、本来の目的を達成できなくなるおそれがあるため、今回、測定局の配置について見直

しを行う。 

２ 検討のポイント 

（１）現在までの変化＜平成元年見直し以降＞ 

・工場集積地の変化（門司区工場群の縮小、若松区響町の工場立地） 

・自動車排ｶﾞｽの改善（自動車単体の排ｶﾞｽ規制） 

（２）将来想定される変化＜平成 30 年代前半まで＞ 

・ばい煙発生施設の計画（火力発電所の新規稼動、鉄鋼関連施設の停止） 

・自動車単体の更なる技術向上（次世代自動車の普及） 

（３）越境大気汚染 

アジア地域の大気汚染の影響によるとされる光化学オキシダントや PM2.5 の一時

的な濃度上昇に伴う緊急時の対応 

３ 検討の方向性

・これまでに得られた大気環境データや将来シミュレーション結果など科学的な知見に

基づく合理的な監視体制の再構築

・越境大気汚染の影響を正確に捉え、より一層の市民の安全・安心の実現に向けた監視

体制の確保 

４ 環境審議会（4/19）における主なご意見

・測定局の移設に当たっては、過去の観測データとの継続性も考慮すべき。 

・大陸からの影響をいち早く捉えられるような配置も必要である。 

・若松区では、若戸トンネル開通など道路状況が変化している点、また、火力発電所の 

立地も予定されている点などを考慮すべき。 

５ 今後のスケジュール 

平成 30 年４月 19 日 環境審議会への諮問 

 （専門部会を設置の上、素案の検討） 

 （パブリックコメント） 

平成 30 年末頃（予定） 環境審議会の答申 

平成 31 年度早々（予定） 新監視体制の整備及び測定開始 

＜参考資料＞ 大気汚染常時監視測定局の適正配置について（諮問）

 大気汚染常時監視測定局の適正配置について、北九州市環境審議会（平成

30 年４月 19 日開催）へ諮問しましたので、報告します。 
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本市における大気常時監視測定局（市内 21ヶ所）

添付資料 

○ 一般環境大気測定局（14 ヶ所） 

△ 自動車排出ガス測定局（5 ヶ所） 

□ 気象観測所（2 ヶ所） 
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